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令和 7 年 7 月吉日 

 

第 2 回 魚沼オクトーバーフェスト 出店者募集要項 

 

魚沼オクトーバーフェスト実行委員会 

 

1. 開催概要 

 

■企画趣旨 

• 魚沼の誇る食文化と、日本のクラフトビール発祥の地である新潟県のブルワリーを

繋ぎ、新たな地域資源を創出する。 

• お祭りが大好きな堀之内の風土を活かした新しいイベントを堀之内で立ち上げるこ

とで、新しい地域の賑わいを生み出す。 

• イベントを通じて魚沼の魅力を PR し、魚沼に人を呼び込む流れを生み出す。 

 

■主催 

魚沼オクトーバーフェスト実行委員会 

 

■後援（案） 

新潟県魚沼地域振興局、魚沼市、公益社団法人新潟県観光協会、一般社団法人魚沼市観光

協会、魚沼市商工会 

 

■開催日時 

令和 7 年 10 月 4 日（土）11；00～18：00（飲食ラストオーダー 17：30） 

（※予備日なし） 

 

■場所 

旧魚沼市堀之内庁舎（まちの駅魚沼）駐車場 

および魚沼市中央公民館（堀之内公民館）1 階大ホール（雨天時に使用） 

 

■昨年の様子写真 
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2. 出店について 

下記の通り、出店者を募集します。 

 

①新潟県内クラフトビールの製造者（7 社程度） 

・新潟県内のクラフトビールの販売が出店の必須条件となります。 

・併せて県外のクラフトビールを販売することも可能とします。 

・クラフトビールの提供容器は、各社でご用意ください。 

・料金設定は各社にお任せします。 

・ノンアルコールドリンクの販売も可能です。 

・事務局で販売している公式ビアグラス （500ml）に注いで提供する際は、少しお得な料金 

設定と、お得感が伝わりやすい料金表示をお願いします。（例：300ml を 700 円で販売、 

500ml を 1,000 円で販売） 

・酒類小売販売免許を持たない方は当日お酒のボトル販売をすることはできません。 

・クラフト瓶ビールの土産販売を行う場合、出店許可証と会場レイアウトは事務局で用意し 

ますが、税務署での手続きは各社でお願いします。 

・その他、保健所の許可の要件を満たしていないものの販売はできません。 

 

②新潟県内産ワイン、および魚沼市産日本酒の販売者（１社程度） 

・新潟県内産のワイン、および魚沼市産日本酒の販売が出店の必須条件となります。 

・併せて、他地域のワインや日本酒を販売することも可能とします。 

・提供容器の規格指定はございません。容器はご用意頂けますようお願い申し上げます。 

・ノンアルコールドリンクの販売も可能です。 

・市販の缶チューハイ等の移し替えドリンクの販売はご遠慮ください。 

・酒類小売販売免許を持たない方は当日お酒のボトル販売をすることはできません。 

・その他、保健所の許可の要件を満たしていないものの販売はできません。 

 

③クラフトビール等に合う、魚沼のおいしいもの（食品）の販売者（15 社程度） 

・魚沼の食材を活用し、オクトーバーフェストに因んだアレンジ料理の提供にご協力をお願 

いします。（例：ソーセージ、ベーコン、ハム、じゃがいも、バームクーヘンなど） 

・ドリンク販売料金のお支払いを頂いた場合も「ビール、ワイン、日本酒」の販売はできま 

せん。それ以外のアルコール・ノンアルコールの販売は可能です。 

・市販の缶チューハイ等の移し替えドリンクの販売はご遠慮ください。 

・その他、保健所の許可の要件を満たしていないものの販売はできません。 

 

尚、募集枠をオーバーした場合は、下記の項目について実行委員会で協議し、選出させて

いただきますので、予めご了承ください。 

（1）市内事業者を優先する 

（2）販売商品がこの催事のコンセプトに相応しいものであるかどうか 

（3）販売商品が他社と重複していないか 
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■出店方法 

①テントでの出店 

 1 区画 間口 1.8m×奥行 1.8m 

 電源 1 口（1,800W）含む。 

  

②キッチンカーでの出店 

 1 区画 幅 7ｍ×奥行 2.5ｍ 

 

尚、臨時食品営業の許可申請は主催者がまとめて行います。 

 

■提出書類 

①テントでの出店 

・出店申込書 

・保健所提出用のテント内の平面図 

・チラシに掲載する販売商品の写真（JPEG 形式で 1MB 以上の高解像度のもの） 

 

②キッチンカーでの出店 

・出店申込書 

・営業許可証の写し 

 

■出店料 

販売する内容によって、出店料は異なります。（加算方式） 

（テント出店もキッチンカー出店も問わず） 

出店項目 金額 

ドリンク販売（アルコール・ノンアルコール問わず） 1 万円 

食品販売 5,000 円 

土産販売（例：クラフト瓶ビールなど） 5,000 円 

【テント内で調理を行う方】臨時食品営業の許可申請代 1,000 円 

 

テント出店の場合、テント （1 区画 1.8m×2.8m）、電源 1 口 （1,800W）、長机 1 台と椅子 2

脚は出店料に含みます。追加の長机、椅子のご用意はありませんのでご持参をお願いします。

また、追加電源、区画追加の有料オプションのご用意もございます。 

 

■有料オプション 

リース 金額 

追加電源（1 口 1,800W） 1 口 2,000 円 

区画追加（1 区画 1.8m×1.8m） 1 区画 5,000 円 

 

区画追加の料金には、長机 1 本と椅子 2 脚も含まれております。 
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■その他 

・火気使用の出店者は、魚沼市の条例で出店時は消火器（1 本）の常備が必須となってお 

りますので、必ず持参しテント内に設置してください。 

・キッチンカー出店の場合もキッチンカーの外で販売する場合は、臨時食品営業の許可申 

 請が必要となります。 

・実行委員会にて、A4 ラミネート横サイズの出店者名の看板を用意いたします。 

・その他のぼり、商品ＰＯＰなどは各社でご用意ください。 

・電源を使用する方は延長コードをご持参ください。 

・ごみは各社お持ち帰りとなります。ご協力のほどお願いいたします。 

・出店料はイベント当日 10 時の出店者説明の際に、本部テント前にて頂戴いたします。 

 

■臨時営業許可について 

・主催者で一括申請を致します。出店申込書に申請に必要な内容が含まれていますが、不 

足事項がある場合は確認させて頂きます。 

・事前に保健所に申請した品目以外の販売は出来ません。 

・1 品目 50ｇをサンプルとして、販売当日から 2 週間冷凍保存してください。イベント終 

了後から 2 週間経過するまでに保健所から指示がなければ廃棄してください。スタッフ 

は回収に伺いませんので、各自保存をお願いします。 

 

■注意点 

・食中毒患者を出さないよう、十分注意してください。食品の調理、製造、販売に当たっ 

ては、衛生的に取り扱ってください。 

・販売許可を得ていない飲食物の販売や不衛生な環境で食品を提供しているなど、違反行 

為をしている出店者に関しては、スタッフが指摘します。その後、改善がなされない場 

合は、開催中であっても退店していただく場合があります。 

・出店の営業の際に出たごみは、出店者の方でお持ち帰りください。 

・暴力団若しくは暴力団と関係のある方は、出店をお断りします。 

・健康管理をしっかり行い、万全な体調で出店してください。 

 

■その他 

・今年も会場内にステージを設け、和太鼓やジャズ、ポップス、ボサノヴァ等の様々なジ 

ャンルの演奏を予定しております。 

・席数は 360 席の用意を予定しています。（屋外の場合） 

・国際大学より送迎バス 1 本運行予定です。 

（往路：10：30 出発、11：00 会場着） 

（復路：17：40 会場出発、越後堀之内駅 17：55 経由、18：20 国際大学着） 

・越後堀之内駅から会場まで送迎バス 1 本運行予定です。 

（11 時～17 時台のダイヤに合わせて）  
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3. 開催日当日について 

 

■当日のスケジュール 

 

7：00   雨天催行の判断、事務局による会場設営開始 

8：00   出店者の搬入開始、出店準備 

10：00 電気開通予定、当日の流れの説明（本部テント前に集合）、出店料の集金 

11：00 一般開場、販売開始 

17：30 ラストオーダー 

18：00 撤収 

 

・10：00 に作業説明を行いますので、必ず本部テント前にお集まりください。 

・会場準備は 8：00～可能です。各自 11：00 の開店に間に合うようにご準備ください。 

・電気は 10：00 を目安に開通予定です。 

・テントは実行委員会にて設営を行います。 

・テーブルの設置、撤収は出店者が行ってください。設営時は出店場所に備品を用意して 

おきますが、撤収時は指定の場所まで運んで頂きます。 

・18：00 のイベント終了時に全員で会場を片付けます。責任をもって最後の片付けまで出 

店場所にいるようにしてください。（イベント終了時間まで閉店しないこと） 

・ラストオーダーは 17：30 です。18：00 のイベント終了後すぐに撤収できるようご協力 

ください。 

 

■車両について 

・11：00～18：00 のイベント中、会場内は一般車両の進入は出来ません。搬入搬出時は

ご注意ください。 

・関係者車両はまちの駅魚沼裏の駐車場に駐車してください。10 時の説明時に駐車許可証

を 1 社 1 枚（1 台分）お渡ししますので、フロント部分に掲示をお願いします。駐車台

数に限りがあるため、駐車許可証の発行は各店 1 台までとさせて頂きます。 

・駐車許可証がない車両はエヌテー電子（株）または堀之内医療センターに駐車してくだ 

さい。来場者もこちらの駐車場をご案内します。 

・主催者は駐車場内で発生した事故に関しては一切の責任を負いません。 

・販売のための営業許可証がある車両（キッチンカー等）のみ、会場内に駐車出来ます。 

 

■その他 

・開催当日に会場内、参加各店の写真を撮影します。撮影した写真は、HP や広報誌など 

で使用する場合がありますのでご了承ください。 

・ルールを守れない方は、当日退去いただく場合がございます。また、次回以降出店をお 

断りすることがございます。 

・出店場所等の配置については当日会場にてお知らせいたします。 
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4. 前売りチケットのお取り扱いについて 

・本イベントでは前売りチケットを販売いたします。（2,000 円で 2,200 円分のチケットを 

発行）販売は下記で行っております。 

【前売りチケット販売所】 

 ➀まちの駅魚沼（担当：鈴木） 

 ②シューズセンターエチゴヤ（担当：山崎） 

 ③玉川電機（担当：友野） 

・お客様が前売りチケットを用いてお買い物をされた場合は、当日 18 時以降、本部テン 

トにて現金と引き換えをさせて頂きます。 

・必ず当日中に現金とお引き替えください。翌日以降の換金は致しかねます。 

 

5. 雨天催行に関して 

・小雨決行致します。 

・雨天時はステージおよび飲食会場を堀之内公民館大ホールに移します。出店者は屋外テン 

ト内にて販売を行います。 

・台風などの自然災害等でイベント開催が困難と判断する場合は下記の通り対応いたしま 

す。 

 

◆前日時点で当日の悪天候が予想される場合 

開催前日の 17 ：00 に開催の可否を決定し、中止とする場合のみ出店者連絡先に連絡しま 

す。 

◆当日まで悪天候の判断がつかない場合 

イベント当日の７：00 に開催の可否を決定し、中止とする場合のみ出店者連絡先に連絡 

します。 

 

・ホームページ等でも告知いたします。 

・開催中止の場合は出店料を返金させて頂きます。 

 

6. お問い合わせ先 

魚沼オクトーバーフェスト実行委員会 

（まちづくり魚沼内） 

〒949-7413 魚沼市堀之内 130 番地 

TEL：025-795-5006 FAX：025-795-5007 

Mail：machiekiuonuma@aa.wakwak.com 

担当：鈴木、岡村 



締切：7月31日必着

出店者名(※看板名）

所在地

代表者氏名

電話番号／ＦＡＸ

担当者氏名

出店品目

　　クラフトビール 　　　県産ワイン・市産日本酒　　　 　　食品 　　土産品

原材料 仕入先 仕入日時

① 使用W数 （　　　　　　）ｗ

② 使用W数 （　　　　　　）ｗ

③ 使用W数 （　　　　　　）ｗ

■出店料

ドリンク販売 1件　10,000円 円

食品販売 1件　5,000円 円

土産販売 1件　5,000円 円

臨時食品営業許可申請（テント出店者） １件　1,000円 円

円

電源 （1800W未満） １口　2,０００円 （　　　）口 円

追加区画 １区画　5,000円 （　　　）区画 円

臨時食品営業許可申請（ｷｯﾁﾝｶｰ出店者） １件　1,000円 （　　　）件 円

円

合計

販売内容

駐車場の利用について 　　希望する　　　　　希望しない　　(✓をつけてください)

（　　　　　）個

（　　　　　）個

（　　　　　）個

（　　　　　）個

（　　　　　）個

（　　　　　）個

■追加オプション申込み

合計

（　　　　　）個

（　　　　　）個

電
気
製
品

製品名

火
器

使用火器類の名称

出
店
内
容

品名及び数量

（　　　　　）個

第2回　魚沼オクトーバーフェスト　出店申込書

出
店
者

ＴＥＬ： ＦＡＸ：

魚沼オクトーバーフェスト実行委員会　行
（FAX：025-795-5007　まちづくり魚沼内）

出店形態 テントブース　　　　　　キッチンカー　（✓をつけてください）

携帯電話：

調理者名
① ② ③ ④

　　チラシ用の写真提出（必須）



【別紙1】臨時食品営業の許可申請提出書類

営業施設の平面図

原材料の仕込み場所：

施設名：

所在地：

記入例

奥行：

270ｃｍ

消火器

原材料の仕込み場所：

施設名：●●公民館　調理室

所在地：■市▲町210

注意事項

① 食器は使い捨て容器を使用すること

② 使用する水は水道水または飲用に適する水とすること

③ 食品の調理・製造については、原則として加熱調理食品および既製食品の提供に限る。

また、原材料の仕込みは、営業許可を受けた施設又は営業許可施設に準ずる衛生管理が可能な

集団給食施設や公共施設等の調理室で行うこと。

出店者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

間口：180cm

廃棄物

容器
冷蔵庫

消毒スプレー

鉄板

※付近に洗浄設備があるため、

流しは省略

ｘ食材

容器

椅子


